
立地適正化計画 

１．都市構造上の課題の整理                                                        
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 都市構造評価 

人口・世帯 

・全国的に今後、急速な人口減少・少子高齢化が予測されており、拡散した市街

地において人口が減少し低密度化すれば、一定の人口密度に支えられてきた医

療、福祉、商業等の都市機能の維持が困難になることが懸念されています。 

・本市においても人口が減少しており、今後も人口減少が継続していくことが予

測されているものの、世帯数は増加傾向にあり、市街化区域の人口密度をみて

も一定以上確保されているため、すぐに市街地を縮退することが必要な状況に

はないと考えられます。 

・市街化調整区域の集落地や住宅団地には、市全体の約３割の市民が居住してい

ます。こうした地域では高齢化が進んでおり、地域コミュニティの衰退や住み

替え等による低密度化が懸念されます。 

 

市街地形成・都市機能分布 

・鉄道駅周辺を中心に市街化区域が定められ、各市街化区域で一定の人口密度が

確保されていることから、鉄道の利便性が高いコンパクトな市街地形成が図ら

れているとともに、日常生活に必要な都市機能の分布をみても、住宅団地や市

街化調整区域の集落地を含めて概ね徒歩圏内に分布し、一定の生活利便性が確

保されています。 

・ただし、商業機能については、「地区ごとに日用品を扱う身近な地域密着型の商

業施設を誘導する」といったニーズが高く、また、各駅周辺にあったらいいと

思う施設として「飲食店」や「食料・日用品店舗」が挙げられていることから、

商業機能の充実には課題があると考えられます。 

 

公共交通 

・市内に設置された犬山駅をはじめとする７駅と連携する路線バス、コミュニテ

ィバスが運行され、市内全域を概ねカバーする公共交通網が形成されています。 

・一方、人口減少による公共交通利用者数の減少や財政負担の悪化が想定される

ことから、公共交通の維持が課題となることが考えられます。 

・各地域によって利用する鉄道駅が異なっており、こうした駅利用圏への配慮も

必要であると考えられます。 

 

災害リスク 

・犬山遊園駅西側、木津用水駅北側、羽黒駅周辺の市街地エリアで洪水のリスク

が高くなっています。ただし、木津用水駅北側については、想定最大規模（L2）

によるもので 1,000 年に 1 回の発生頻度となっています。 

・主に東部の中山間部で土砂災害のリスクが高い地域がみられますが、市街地に

おいては、一部を除きほとんどみられません。 

 

都市構造上の課題 

拠点形成 

●犬山地区及び橋爪・五郎丸地区における都市機能の集積 

今後の人口減少を見据え、商業や生活サービスなどの都

市機能を市民が享受できるよう、アクセス利便性が高い犬

山地区や橋爪・五郎丸地区の都市拠点において、都市機能

の集積を図ることが必要です。 

●各拠点の役割に応じた都市機能の配置 

都市拠点や地区拠点など各拠点としての位置づけや、各

鉄道駅の利用圏人口や端末交通手段の違いなどを踏まえな

がら、それらに応じた都市機能の維持・確保を図ることが

必要です。 

軸形成（ネットワーク） 

●高齢化が進行する地域と都市拠点等をつなげる公共交通網

の形成 

中心市街地や郊外の住宅団地、市街化調整区域の集落地

等で高齢化率が高く、高齢者の増加も進んでいることから、

こうした地域における移動手段の確保と、都市拠点等にア

クセスできる公共交通網の形成が必要です。 

●効率的な公共交通の運行 

高齢化が進行する中、公共交通の重要性は高まっていく

ものと考えられます。一方、人口減少が進むと、公共交通

利用者数の減少や財政負担の悪化により公共交通の維持が

困難になることが懸念されることから、効率的な公共交通

の運行が必要です。 

市街地形成 

●日常生活に必要な都市機能分布の維持・充実 

人口減少が進むと一定の人口密度に支えられてきた商業

や医療、福祉といった都市機能の撤退・縮小等が懸念され

ます。これら、日常生活に必要な都市機能分布の維持・充

実には、若い世代を中心とした新たな定住人口の受け皿を

確保することが必要です。 

●既存市街地における既存ストック利活用 

空き家・空き地が増加することで、市街地の低密度化が

進むことが懸念されます。このため、空き家・空き地をは

じめとした既存ストックの利活用による既成市街地の低密

度化の抑制が必要です。 

●災害リスクへの対応 

市街地において洪水浸水想定区域が広がっており、人的

被害の発生が懸念されます。また、市街地の一部や郊外の

集落地、住宅団地では土砂災害警戒区域が指定されている

区域があり、居住環境における安全性の確保が必要です。 

将来都市構造図（都市 MP） 

拠点連携型のコンパクトな都市構造の実現に向けて 

資料４ 



２．まちづくりの方針及び誘導方針（案）                                                  
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都市構造上の課題 

 

まちづくりの方針（ねらい） 

 

公共交通での移動が便

利で、自動車に頼らな

くてもよいまち 

犬山市都市計画マスタープラン 基本理念 

【策定中】 

 

第６次犬山市総合計画 将来像 

【策定中】 

 

各拠点の魅力が活かさ

れた、住みたい、住み続

けたいまち 

誘導方針 

 
【都市拠点】 

●居住・生活の場、就業の場、賑わいの場となる拠点として多くの市民が利用する都市機能の集積を図ります。 

●都市機能の集積や都市基盤の整備により魅力を高めることで、拠点周辺で便利な暮らしを志向するまちなか居住を誘導し

ます。 

【地区拠点】 

●地区拠点では、地域住民の日常を支える身近な商業機能や生活サービスの都市機能を維持・充実を図ります。 

●都市機能を維持しつつ、鉄道の交通利便性や既存ストックを活用して、駅周辺における定住促進を図ります。 

【その他の拠点】 

●準地区拠点やコミュニティ拠点については、居住地の人口密度を確保することにより既存都市機能の立地を維持するとと

もに、他拠点と連携して都市機能の補完を図ります。 

【公共交通】 

●拠点の連携・活性化のため、拠点間及び居住地域と拠点を連絡する公共交通ネットワークを確保・維持します。 

●犬山駅を中心とした各鉄道駅、総合犬山中央病院といった交通結節点の乗継利便性を向上します。 

●地域の移動特性に対応した移動手段を地域とともに選択し、日常的な外出の足を確保します。 

日常生活に必要な施設

が身近に立地し、快適

に生活できるまち 

【既成市街地】 

●既存の市街地における人口密度を維持することで、市街地内において身近に分布する、日常生活に必要な都市機能を維持

します。 

●整備が進められてきた道路や下水道等の都市基盤を活かしつつ、空き地や空き家を有効に活用しながら定住人口の確保を

図ります。 

【新市街地】 

●鉄道駅周辺においてコンパクトな市街地の形成が可能な地区については、新たな定住人口の受け皿として、土地所有者等

の意向や住宅需要の動向、農地などの周辺環境に配慮しながら、新たな市街地の整備による居住誘導を図ります。 

課題１ 

犬山地区及び橋爪・五郎丸地
区における都市機能の集積 

課題２ 

各拠点の位置付けに応じた都
市機能の配置 

課題３ 

高齢化が進行する地域と都市
拠点等をつなげる公共交通網
の形成 

課題４ 

効率的な公共交通の運行 

課題５ 

日常生活に必要な都市機能
分布の維持・充実 

課題６ 

既成市街地における既存ス
トックの利活用 

 
拠点
形成 

 
公共
交通 

 
市街地
形成 

ここまでに整理した都市構造上の課題に対応したまちづくりの方針（ねらい）及び誘導方針を示します。 
なお、総合計画及び都市計画マスタープランは現在策定中のため、内容が固まり次第反映するものとします。 

課題７ 

安心・安全に住み続けられる
居住環境の確保 

まちなか・住まいの安

全性が確保されたまち 

 防災 
【防災】 

●想定される土砂災害や河川浸水等の災害リスクの防災・減災を図るため、ハード・ソフト両面での対策を講じるとともに、

リスクコミュニケーションを通じた自助・共助・公助の連携による安心・安全に暮らせる居住環境の形成を図ります。 

●災害ハザードエリアでの住宅立地について、より安心・安全な暮らしを誘導できるような制度設計を進めます。 
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（１）居住誘導区域に関する基本的事項 

①居住誘導区域の概要 

居住誘導区域とは、「人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、

生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域」（都市計画運用指針）

とされ、「立地適正化計画の区域における人口、土地利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、

良好な居住環境が確保され、公共投資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるもの（都市再生

特別措置法第 81 条第 19 項）」です。 

また、具体的な区域は、「国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口をもとに、長期的な地区別人

口見通しを見据えつつ、以下の観点等から具体の区域を検討する」（立地適正化計画作成の手引（令和 4年

4 月改訂））こととされています。 

 

○徒歩や主要な公共交通路線等を介した拠点地区へのアクセス性 

○区域内の人口密度水準を確保することによる生活サービス施設の持続性 

○対象区域における災害等に対する安全性 

なお、居住誘導区域は、既に郊外の集落地や住宅団地に居住している人を無理に誘導するものではなく、

生活利便性の高い拠点を形成することで、拠点やその周辺へのアクセス性を高めながら、居住を緩やかに

誘導するものです。 

 

②居住誘導区域の設定に関する基本的考え方 

■居住誘導区域として定めることが考えられる区域 

居住誘導区域として定めることが考えられる区域は、以下のような区域とされています。 

 

○都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域 

○都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、都市の中心

拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 

○合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■居住誘導区域に含まない区域 

（居住誘導区域に含まない区域） 

居住誘導区域に含まないこととされている区域は以下のとおりです。本市では、市街化調整区域、農用

地区域、自然公園特別地域、保安林、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域が該当していますが、

市街化区域内で該当する区域は土砂災害特別警戒区域のみです。 

 

内容 本市で該当する区域 

ア 都市計画法第 7 条第 1 項に規定する市街化調整区域 有り 

イ 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域のうち、同条第2項の規定

に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域 
無し 

ウ 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域

又は農地法第5条第2項第1号ロに掲げる農地若しくは採草放牧地の区域 

有り 

（市街化区域内に無し）

エ 自然公園法第20条第1項に規定する特別地域、森林法第25条若しくは第25条

の２2規定により指定された保安林の区域、自然環境保全法第14条第1項に

規定する原生自然環境保全地域若しくは同法第25条第1項に規定する特別

地区又は森林法第30条若しくは第30条の2の規定により告示された保安林

予定森林の区域、同法第41条の規定により指定された保安施設地区若しく

は同法第44条において準用する同法第30条の規定により告示された保安施

設地区に予定された地区 

有り 

（市街化区域内に無し）

オ 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域 無し 

カ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾

斜地崩壊危険区域 

有り 

（市街化区域内に無し）

キ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条

第1項に規定する土砂災害特別警戒区域 
有り 

ク 特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項に規定する浸水被害防止区域 無し 

※都市再生特別措置法第 81 条第 14 項、同法施行令第 30 条 

 

（原則として居住誘導区域に含まない区域） 

原則として居住誘導区域に含まない区域は以下のとおりです。本市では、いずれの区域も該当していま

せん。 

 

内容 本市で該当する区域 

ア 津波防災地域づくりに関する法律第 72 条第 1 項に規定する津波災害特別

警戒区域 
無し 

イ 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域のうち、同条第2項の規定

に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されている区域

を除く 

無し 

※都市計画運用指針 
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（適当でないと判断される場合は、原則として居住誘導区域に含まない区域） 

適当でないと判断される場合は、原則として居住誘導区域に含まない区域は以下のとおりです。 

本市では、土砂災害警戒区域と浸水想定区域が該当しています。 

 

内容 本市で該当する区域 

ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第 7 条

第 1 項に規定する土砂災害警戒区域 
有り 

イ 津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項に規定する津波災害警戒区

域 
無し 

ウ 水防法第15条第1項4号に規定する浸水想定区域 有り 

エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条

第1項に規定する基礎調査、津波防災地域づくりに関する法律第８条第１項

に規定する津波浸水想定における浸水の区域、特定都市河川浸水被害対策

法第4条第2項第4号に規定する都市浸水想定における都市浸水が想定され

る区域及びその他の調査結果等により判明した災害の発生のおそれのある

区域 

有り 

※都市計画運用指針 

 

（居住誘導区域に含めることについて慎重に判断すべき区域） 

居住誘導区域に含めることについて慎重に判断すべき区域は以下のとおりです。 

本市では、工業専用地域が該当するほか、工業系用途地域については土地利用の状況に応じた判断が必

要です。 

 

内容 本市で該当する区域 

ア 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定する用途地域のうち工業専用地域、

同項第 13 号に規定する流通業務地区等、法令により住宅の建築が制限され

ている区域 

有り 

イ 都市計画法第8条第1項第2号に規定する特別用途地区、同法第12条の4第1項

第1号に規定する地区計画等のうち、条例により住宅の建築が制限されてい

る区域 

有り 

ウ 過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在して

いる区域であって、人口等の将来見通しを勘案して今後は居住の誘導を図

るべきではないと市町村が判断する区域 

無し 

エ 工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化が進展し

ている区域であって、引き続き居住の誘導を図るべきではないと市町村が

判断する区域 

無し 

※都市計画運用指針 
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（２）居住誘導区域の設定 

①居住誘導区域の設定方針 

（１）②「居住誘導区域の設定に関する基本的考え方」と誘導方針を踏まえ、本市における居住誘導区

域設定は以下の方針で設定します。 

Ⅰ．まちなか居住を推進するため、都市拠点や鉄道駅の周辺は居住誘導区域とします。 

Ⅱ．拠点間や居住地域を結ぶ公共交通ネットワークを維持するため、公共交通の利便性が高い区域は

居住誘導区域とします。 

Ⅲ．既成市街地の人口密度を維持する観点から、将来一定の人口密度が維持することが見込まれる市

街地や良好な居住環境が形成されている市街地は居住誘導区域とします。 

Ⅳ．安全・安心に暮らせる市街地を形成するため、災害の危険性が高い区域は、原則、居住誘導区域

から除外します。 

 

■居住誘導区域に「含む」区域 ➡Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

（公共交通の利便性が高い地域）➡Ⅰ・Ⅱ 

本市は、鉄道駅を中心として路線バスやコミュニティバスが運行され、市内全域を概ねカバーする公共

交通網が形成されており、公共交通網により都市機能の集積した拠点へのアクセスが可能であることから、

公共交通の利便性が高い「鉄道駅の徒歩圏（800m）」及び「バス停の徒歩圏（300m）」を居住誘導区域とし

ます。 

 

（良好な居住環境が形成されている区域）➡Ⅲ 

「土地区画整理事業」や「地区計画」により、都市基盤が整った良好な居住環境が形成されている、ま

た、形成が見込まれる区域は、居住誘導区域とします。 

 

（生活サービス施設の持続的確保が可能な区域）➡Ⅲ 

医療・福祉・商業等の都市機能が持続的に維持されるためには、一定の人口規模が必要であることから、

「将来人口密度（2040 年）が 40 人/ha 以上の区域」は、居住誘導区域とします。 

 

■居住誘導区域に「含まない」区域 ➡Ⅳ 

（法令により居住誘導区域に含まない区域）➡Ⅳ 

都市再生特別措置法第 81 条第 14 項、同法施行令第 30 条において、居住誘導区域に含まない区域とさ

れている、「市街化調整区域」、「農用地区域※」、「自然公園特別区域※」、「保安林※」、「急傾斜地崩壊危

険区域※」、「土砂災害特別警戒区域」は、居住誘導区域から除外します。（※市街化区域内になし） 

 

（災害が発生する危険性が高い区域）➡Ⅳ 

土砂災害の発生した場合には生命や身体への危険性が高い区域である「土砂災害警戒区域」は、居住誘

導区域から除外します。 

想定される一定の降雨による「浸水想定区域（洪水）、（内水）」が市街地の広範囲にわたっており、居

住誘導区域から除外するか検討が必要です。 

 

■居住誘導区域に「含めるかどうか慎重に判断すべき」区域 

「工業専用地域」及び「住居系以外の地区計画区域」は、住宅等の建築が制限されていることから、居

住誘導区域から除外します。 

「工業地域」については、各地域の土地利用状況を踏まえた上で、工業を主体とした土地利用がなされ

ている地域は、居住誘導区域から除外します。 
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②居住誘導区域の設定 

■居住誘導区域に「含む」区域 

（公共交通の利便性が高い地域） 

鉄道駅 800m 圏及び路線バスのバス停 300m 圏、コミュニティバスのバス停 300m 圏は、居住地域の大部

分をカバーしています。 

 

図表 公共交通の利便性が高い地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（良好な居住環境が形成されている区域） 

犬山駅周辺や郊外の住宅団地などで、土地区画整理事業が施行された地域や地区計画が指定されている

地域があります。 

 

図表 良好な居住環境が形成されている区域 
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（生活サービス施設の持続的確保が可能な区域） 

犬山駅周辺や羽黒駅周辺、楽田駅周辺は、現在（2015 年）より人口密度は低下するものの、将来（2040 

年）においても一定の人口密度を維持すると推計されています。 

 

図表 生活サービス施設の持続的確保が可能な区域（2040 年人口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 生活サービス施設の持続的確保が可能な区域（2015 年人口）【参考】 
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■居住誘導区域に「含まない」区域 

（法令により居住誘導区域に含まない区域） 

市街化区域の一部に土砂災害特別警戒区域に指定されている区域がみられます。 

その他の急傾斜地崩壊危険区域、農用地区域、保安林、自然公園特別地域は市街化区域内には指定され

ていません。 

 

図表 法令により居住誘導区域に含まない区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（災害が発生する危険性が高い区域） 

市街化区域の一部に土砂災害警戒区域に指定されている区域がみられます。 

 

 

 

図表 災害が発生する危険性が高い区域 
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想定最大規模の洪水（外水）浸水想定区域、内水想定区域は市街化区域の広範囲に分布しています。し

かし、これらの区域は都市機能や住宅地が立地する本市の生活の基盤であり、今後のまちづくりを進める

上で、これらの区域を除外することは極めて困難であることから、今後、浸水の状況に応じた防災・減災

対策を実施することを前提に、居住誘導区域から除外しないこととします。なお、計画規模についても、

市街化区域内にもみられるものの、浸水深も低く、既存の防災・減災対策で対応が可能であることから、

居住誘導区域から除外しないこととします。 

 

図表 浸水想定区域（洪水、想定最大規模） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 浸水想定区域（洪水、計画規模） 
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図表 浸水想定区域（内水氾濫、想定最大規模） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 浸水想定区域（内水氾濫、計画規模） 
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■居住誘導区域に「含めるかどうか慎重に判断すべき」区域 

工業専用地域は、羽黒駅の東側や楽田駅の西側に指定されています。 

工業地域は、犬山口駅周辺、木津用水駅周辺、楽田駅西側に指定されていますが、このうち楽田駅西側

には既に住宅等の立地がみられることから、居住誘導区域に含むこととします。一方、犬山口駅周辺、木

津用水駅周辺は住宅等の立地がみられないことから、居住誘導区域から除外することとします。 

 

図表 居住誘導区域に含めるかどうか慎重に判断すべき区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 工業地域・工業専用地域拡大図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

12 
 

③居住誘導区域（案） 

居住誘導区域の設定方針に基づき、居住誘導区域を以下のとおり設定します。 

 

図表 居住誘導区域 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 居住誘導区域に含む区域【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 
 

 

 

図表 居住誘導区域から除外する区域【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）居住誘導区域（案）の検証 

①居住誘導区域（案）の規模 

設定した居住誘導区域（案）の規模は以下のとおりです。 

居住誘導区域（案）の面積は、市街化区域の 83.1％を占め、2040 年の市全域人口に占める割合は 51.1％

となります。 

 

図表 区域別の居住誘導区域（案）の規模 

 居住誘導区域 市街化区域 市全域 
市街化区域に 

占める割合 

面積（ha） 878.0 1,057 7,490 83.1％ 

2015 年 
人口（人） 37,201 48,699 74,308 76.4％ 

人口密度（人/ha） 42.4 46.1 9.9 － 

2040 年 
人口（人） 31,928 － 62,451 － 

人口密度（人/ha） 36.4 － 8.3 － 

 

 


